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9.3 振動 

9.3.1 調査結果の概要 

（1）調査項目 

調査項目は、振動の状況（環境振動及び道路交通振動）、地盤の状況（表層地質及び地盤卓越

振動数）、道路構造の状況、交通量の状況としました。 

 

（2）調査の基本的な手法 

  ① 振動の状況 

   ア．文献その他の資料調査 

道路交通振動関連の文献、資料を収集・整理しました。 

 

   イ．現地調査 

現地調査の方法は、表 9.3-1 に示すとおりとしました。 

 

表 9.3-1 現地調査方法（振動の状況） 

調査項目 調査方法 測定高さ 

振動の状況 

環境振動 「振動規制法」（昭和51年６月10日法律
第64号）に定める 
「振動レベル測定方法（JIS Z 8735）」 

地表面 

道路交通振動 

 

  ② 地盤の状況 

   ア．文献その他の資料調査 

表層地質について、関連文献、資料を収集・整理しました。 

 

   イ．現地調査 

地盤卓越振動数の測定及び後述の土壌汚染にて調査を行うボーリング調査結果によりま

した。地盤卓越振動数の調査方法は、表 9.3-2 に示すとおりです。表層地質については、現

地踏査により把握しました。 

 

表 9.3-2 現地調査方法（地盤の状況） 

調査項目 調査方法 測定高さ 

地盤の状況 地盤卓越振動数 

「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」 
（国土交通省 国土技術政策総合研究所、独立行政法
人 土木研究所 平成25年３月）に示された方法 
（大型車単独走行時10回） 

地表面 

 

  



 

9.3（振動）-2 

  ③ 道路構造の状況 

現地踏査により把握しました。 

 

  ④ 交通量の状況 

   ア．文献その他の資料調査 

交通量関連の文献、資料を収集・整理しました。 

 

   イ．現地調査 

現地調査の方法は、表 9.3-3 に示すとおりとしました。 

 

表 9.3-3 現地調査方法（交通量の状況） 

調査項目 調査方法 

交通量の状況 交通量 
ハンドカウンターを使用して、方向別、時間別、車種別
（大型車、小型車、自動二輪車）に計測 

注：車頭番号８、自衛隊車両及び外交官車両等は、形状により各車種に分類しました。 

 

  



 

9.3（振動）-3 

（3）調査地域・調査地点 

  ① 調査地域 

調査地域は、建設機械の稼働、資材及び機械の運搬、交通の集中に伴い、振動に係る環境影

響を受けるおそれがあると認められる地域としました。 

 

  ② 調査地点 

   ア．文献その他の資料調査 

振動の状況については、前掲図 3.2-2（P.3-14）に示しました。 

 

   イ．現地調査 

環境振動の調査地点は、表 9.3-4 及び図 9.3-1 に示すとおり、対象事業実施区域及びそ

の周辺の３地点としました。また、同地点において地盤の状況（表層地質）を把握しました。 

道路交通振動、地盤卓越振動数及び交通量の調査地点は、表 9.3-4 及び図 9.3-1 に示す

とおり、工事用車両及び関係車両の主な運行ルート、走行ルートの沿道の７地点としました。 

また、同地点において地盤の状況（表層地質）及び道路の状況を把握しました。 

ボーリング調査の地点は、後掲図 9.6-1（P.9.6-2）に示す、対象事業実施区域及びその周

辺の７地点としました。 

 

表 9.3-4 現地調査地点 

項目 調査地点 用途地域 

環境振動 

環境騒振１ 市街化調整区域 

環境騒振２ 市街化調整区域 

環境騒振３ 第一種中高層住居専用地域 

道路交通振動、
地盤卓越振動数
及び交通量 

道路騒振１ 近隣商業地域 

道路騒振２ 準工業地域 

道路騒振３ 準工業地域 

道路騒振４ 市街化調整地域 

道路騒振５ 第一種中高層住居専用地域 

道路騒振６ 市街化調整地域 

道路騒振７ 第一種低層住居専用地域 

注：全調査地点で地盤の状況（表層地質）を、道路交通振動等の調査地点で道路の状況を把握しました。 
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図 9.3-1 環境振動、道路交通振動及び交通量調査地点（現地調査） 
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（4）調査期間 

  ① 文献その他の資料調査 

調査期間は、以下に示すとおりとしました。 

【道路交通振動】 

文献資料が入手可能な最新年度としました。 

 

【地盤の状況（表層地質）】 

文献資料が入手可能な最新年度としました。 

 

【交通量】 

入手可能な最新年度を含む期間（平成 17、22、27年度）としました。 

 

  ② 現地調査 

環境振動、道路交通振動、交通量及、地盤卓越振動数及びボーリング調査の調査日時は、表 

9.3-5 に示すとおりです。環境振動、道路交通振動、交通量は、平日１回（24時間）、休日１回

（24時間）としました。 

 

表 9.3-5 調査日時 

調査項目 調査日時 

環境振動 
平日 令和２年10月27日（火）10時～28日（水）10時 

休日 令和２年10月24日（土）20時～25日（日）20時 

道路交通振動、交通量 
平日 令和２年10月27日（火）10時～28日（水）10時 

休日 令和２年10月24日（土）20時～25日（日）20時 

地盤卓越振動数 

令和元年11月７日（木）６時～22時（道路騒振４以外） 

令和２年10月25日（日）６時～22時（道路騒振４） 

ボーリング調査 平成31年４月23日（火）～令和元年５月22日（木） 
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（5）調査結果 

  ① 振動の状況 

   ア．文献その他の資料調査 

振動の状況については、「第３章 3.2.1(4)振動の状況」（P.3-15）に示しました。 

 

   イ．現地調査 

対象事業実施区域及びその周辺における振動の現地調査結果は、表 9.3-6 に示すとおり

です（P.資料 振動-1～20）。 

一般環境振動レベル（L10）については、全地点、全時間帯で 35dB 未満であり、環境基準

はありませんが、「横浜市生活環境の保全等に関する条例」における事業所において発生す

る許容限度を下回りました。 

道路交通振動レベル（L10）については、平日の昼間最大値は 37～58dB、夜間最大値は 37

～59dB、休日の昼間最大値は 36～51dB、夜間最大値は 32～52dB でした。振動規制法に基づ

く道路交通振動の要請限度と比較すると、昼間、夜間ともに全地点において要請限度を下回

りました。 
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表 9.3-6 環境振動及び道路交通振動の現地調査結果 

単位：dB 

区分 調査地点 区分 
区域 

区分 

調査結果 

（時間帯最大値） 限度値 

振動レベル（L10） 

昼間 夜間 昼間 夜間 

環境振動 

環境騒振１ 
平日 

第１種 
32（○） 31（○） 

60 55 
休日 <25（○） <25（○） 

環境騒振２ 
平日 

第１種 
34（○） 32（○） 

60 55 
休日 29（○） 28（○） 

環境騒振３ 
平日 

第１種 
29（○） 29（○） 

60 55 
休日 33（○） 28（○） 

道路振動 

道路騒振１ 
平日 

第２種 
48（○） 45（○） 

70 65 
休日 39（○） 39（○） 

道路騒振２ 
平日 

第２種 
48（○） 49（○） 

70 65 
休日 40（○） 42（○） 

道路騒振３ 
平日 

第２種 
58（○） 59（○） 

70 65 
休日 49（○） 52（○） 

道路騒振４ 
平日 

第１種 
45（○） 44（○） 

65 60 
休日 39（○） 38（○） 

道路騒振５ 
平日 

第１種 
53（○） 53（○） 

65 60 
休日 51（○） 51（○） 

道路騒振６ 
平日 

第１種 
50（○） 48（○） 

65 60 
休日 43（○） 43（○） 

道路騒振７ 
平日 

第１種 
37（○） 37（○） 

65 60 
休日 36（○） 32（○） 

注：１．調査地点の位置は、前掲図 9.3-1（P.9.3-4）。 

注：２．区域区分は、以下に示すとおりです。 

第１種区域：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二

種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、用途地域とし

て定められた区域以外の区域 

第２種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 

注：３．昼間は８：00～19：00、夜間は19：00～翌８：00を示します。 

注：４．一般環境振動の限度値は「横浜市生活環境の保全に関する条例」における事業所において発生する許容

限度、道路交通振動の限度値は振動規制法に基づく道路交通振動の要請限度を示します。 

注：５．（）内の印は限度値との比較結果を示します。○：限度値を下回る、×：限度値を上回る 

注：６．<25は、25dB未満を示します。 

 

  ② 地盤の状況 

表層地質の調査結果は表 9.3-7 に示すとおりです。地盤卓越振動数の調査結果は表 9.3-8 に

示すとおりであり、平均地盤卓越振動数は 14.4～25.0Hz でした（P.資料 振動-21～27）。また、

ボーリング調査の結果は、資料編（P.資料 地下水-1～6）に示しました。 
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表 9.3-7 表層地質の調査結果 

区分 調査地点 表層地質 

一般環境 

環境騒振１ 立川ローム層・立川礫層 

環境騒振２ 立川ローム層・立川礫層 

環境騒振３ 埋土 

資料：「土地分類基本調査（５万分の１表層地質図）横浜・東京西南部・東京島南部・木更津、藤沢・平塚、八

王子」（神奈川県 平成３年３月） 

 

表 9.3-8 地盤卓越振動数の調査結果 

調査地点 平均地盤卓越振動数(Hz) 

道路騒振１ 19.9 

道路騒振２ 25.0 

道路騒振３ 14.4 

道路騒振４ 17.2 

道路騒振５ 17.3 

道路騒振６ 16.5 

道路騒振７ 22.4 

 

  ③ 道路構造の状況 

道路の状況の調査結果は、表 9.3-9 に示すとおりです。 

 

表 9.3-9 道路の状況 

調査地点 道路の種類 車線数 
道路幅員 

（m） 

規制速度 

（km） 

道路騒振１ アスファルト舗装 ４車線 24.0 50 

道路騒振２ アスファルト舗装 ３車線 19.9 40 

道路騒振３ アスファルト舗装 ２車線 11.2 40 

道路騒振４ アスファルト舗装 ４車線 25.0 40 

道路騒振５ アスファルト舗装 ２車線 7.4 40 

道路騒振６ アスファルト舗装 ２車線 18.1 40 

道路騒振７ アスファルト舗装 ２車線 15.4 40 

 

  ④ 交通量の状況 

   ア．文献その他の資料調査 

交通量の状況は、「第３章 3.3.4(1)道路交通の状況」（P.3-122～124）に示しました。 

 

   イ．現地調査 

交通量の現地調査結果は、「9.1 大気質 9.1.1 調査結果の概要」（P.9.1-14）に示しまし

た。 
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9.3.2 予測及び評価の結果 

9.3.2-1 建設機械の稼働 

（1）予測 

  ① 予測項目 

建設機械の稼働に伴う振動としました。 

 

  ② 予測地域・予測地点 

   ア．予測地域 

建設機械の稼働に伴い、振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とし

ました。 

 

   イ．予測地点 

予測地点は、振動に係る環境影響を的確に把握できる地点とし、建設機械が稼働する区域

の予測断面における敷地の境界線とするほか、等振動線図を作成しました。予測高さは、地

上としました。 

 

  ③ 予測対象時期 

予測対象時期は、建設機械の日稼働台数が最大となる時期（工事着工後５ヶ月目）としまし

た（P.資料 振動-28～30）。 
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  ④ 予測手法 

   ア．予測手順 

建設機械の稼働に伴う振動の予測手順は、図 9.3-2 に示すとおりとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.3-2 建設機械の稼働に伴う振動の予測手順 

 

   イ．予測式 

振動の予測は、振動の伝搬理論に基づく予測式を用いて、予測地点における振動源ごとの

振動レベルを算出する方法としました。さらに、これらの複数の振動源からの振動レベルを

合成することにより、予測地点における振動レベルを算出しました（P.資料 振動-32）。 

 

 

  ⑤ 予測条件 

   ア．建設機械の種類、振動レベル及び稼働台数 

予測対象時期における建設機械の種類及び振動レベルは表 9.3-10 に、稼働台数は表 

9.3-11 に示すとおりです。平均月間工事日数は、25日としました。 

なお、実際の工事においては、全ての建設機械が同時に稼働するものではありませんが、

予測においてはすべての建設機械が同時に稼働するものとして設定しました。 

 

 

  

施工計画 

建設機械の稼働状況 

（種類、台数、配置） 

建設機械の振動レベル 

予測計算（伝搬理論式） 

複数振動源の合成 

地盤の内部減衰 

建設機械からの振動レベル 
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表 9.3-10 建設機械の種類及び振動レベル 

建設機械の種類 規格 
振動レベル 

（dB） 

機側距離 

（m） 
出典 

バックホウ 平積1.0m3 55 15 1) 

ブルドーザ 32t 75 ５ 2) 

ダンプ 10t 62 ５ 2) 

注：振動レベルは、下記出典を参考に設定しました。 

出典：１．「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成13年４月９日国土交通省告示第487号） 

出典：２．「建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック第３版」（社団法人日本建設機械化協会 平成13年２月） 

 

表 9.3-11 建設機械の稼働台数（工事着工後５ヶ月目） 

単位：台/月 

建設機械の種類 規格 稼働台数 

バックホウ 平積1.0m3 1,950 

ブルドーザ 32t 650 

ダンプ 10t 3,825 

合計 6,425 

 

 

   イ．建設機械の位置 

予測対象時期における建設機械は、作業中に移動を繰り返すことから建設機械の位置を１

台ずつ設定するのではなく、予測対象時期にまとまって工事を行う範囲の中心付近に集約し

て、振動源を設定しました。なお、保全対象施設が近くにある場合は、そちらに近寄った側

へ振動源位置を寄せ、図 9.3-3 に示すとおりとしました。なお、各建設機械の振動源高さ

は、全て G.L.±0mとして設定しました。 
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図 9.3-3 建設機械の位置図 
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  ⑥ 予測結果 

建設機械の稼働に伴う振動の予測結果は、表 9.3-12 及び図 9.3-4 に示すとおりです。 

最大値出現地点における振動レベル（L10）は 61dB です。 

 

表 9.3-12 建設機械の稼働に伴う振動の予測結果 

単位：dB 

地点名称 
建設機械からの 

振動レベル（L10） 

最大値出現地点 61 
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図 9.3-4 建設機械の稼働に伴う振動の予測結果 
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（2）環境保全措置の検討 

  ① 環境保全措置の検討の状況 

事業者の実行可能な範囲内で、できる限り環境影響を回避又は低減することを目的として行

った環境保全措置の検討の状況を、表 9.3-13 に示します。 

 

表 9.3-13 環境保全措置の検討の状況 

環境保全措置 実施の適否 適否の理由 

低振動型建設機械の採用 適 
低振動型建設機械の採用により、振動の低減が見込ま
れるため、適正な環境保全措置であると考えて採用し
ます。 

工事工程の平準化 適 

工事工程の平準化を図り、建設機械の稼働時期の集中
を回避し、振動を抑制することにより、振動への影響
が低減されることから、適正な環境保全措置であると
考えて採用します。 

アイドリングストップや過
負荷運転の防止を徹底 

適 

建設機械のアイドリングストップや過負荷運転の防
止を徹底し、振動を抑制することにより、振動への影
響が低減されることから、適正な環境保全措置である
と考えて採用します。 

建設機械の点検、整備を徹
底 

適 
建設機械の適切な整備・点検を実施することで建設機
械の性能を維持し、振動の低減が見込まれるため、適
正な環境保全措置であると考えて採用します。 

 

 

  ② 環境保全措置の実施主体、内容、効果の不確実性、他への影響 

建設機械の稼働に伴う振動への影響を低減させるため、表 9.3-14 に示すとおり、環境保全

措置を実施します。 

 

表 9.3-14 環境保全措置の実施の内容 

影響要因 影響 検討の視点 
環境保全措置 実施 

主体 
効果の 

不確実性 
他の環境
への影響 内容 効果 区分 

工
事
の
実
施 

建
設
機
械
の
稼
働 

振
動
の
発
生
へ
の
影
響 

振
動
発
生
源
措
置 

発
生
源
の
低
減 

低振動型建設
機械の採用 

低振動型建設機械の
採用により、振動が低
減されます。 

低減 事業者 なし なし 

工事工程の平
準化 

工事工程の平準化を
図り、建設機械の稼働
時期の集中を回避し、
振動を抑制すること
により、振動が低減さ
れます。 

低減 事業者 なし なし 

アイドリング
ストップや過
負荷運転の防
止を徹底 

建設機械のアイドリ
ングストップや過負
荷運転の防止を徹底
することにより、振動
が低減されます。 

低減 事業者 なし なし 

建設機械の点
検、整備を徹
底 

建設機械の点検、整備
を徹底し、性能を維持
することで、振動が低
減されます。 

低減 事業者 なし なし 
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  ③ 環境保全措置の効果、及び当該環境保全措置を講じた後の環境変化 

表 9.3-14 に示したとおり、環境保全措置を実施することで、振動に伴う環境影響は低減さ

れます。 

 

（3）評価 

  ① 評価手法 

   ア．環境影響の回避、低減に係る評価 

振動に係る環境影響が、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減され

ており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているか

どうかについて、見解を明らかにすることにより、評価を行いました。 

 

   イ．国又は地方公共団体による基準又は目標との整合に係る評価 

振動の予測結果について、表 9.3-15 に示す「振動規制法」（昭和 51年６月 法律第 64号）

に基づく特定建設作業に係る振動の基準との整合が図られるかどうかを明らかにすること

により、評価を行いました。 

 

表 9.3-15 「振動規制法」に基づく特定建設作業に係る振動の基準 

（振動規制法第２条、令第２条 別表第２） 

特定建設作業の種類 

敷地境界線 

における 

振動の大きさ 

（dB） 

作業時間 
１日における 

延作業時間 

同一場所における 

連続時間時間 
日曜・休日 

における 

作業 
１号 

区域 

２号 

区域 

１号 

区域 

２号 

区域 

１号 

区域 

２号 

区域 

１ 

くい打機（もんけん及び
圧入式くい打くい抜機を

除く。）、くい抜機（油圧

式くい抜機を除く。）又は
くい抜機（圧入式くい打

くい抜機を除く） 

75 

午前７時 

～ 

午後７時 

午前６時 

～ 

午後10時 

10時間 

以内 

14時間 

以内 

６日 

以内 

６日 

以内 
禁止 ２ 

ブレーカーを使用する作

業（手持式のものを除
く）※ 

３ 

鋼球を使用して建物、そ

の他の工作物を破壊する
作業 

４ 
舗装版破砕機を使用する
作業※ 

注：区域の区分は、「振動規制法」に基づき、横浜市では１号区域と２号区域は次のように決めています。 

１号区域：・住居系地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、市街化調整区域の全域 

・工業地域のうち次に掲げる施設の敷地の境界線から80メートルまでの区域 

（ア）学校 （イ）保育所 （ウ）病院及び診療所当 （エ）図書館 

（オ）特別養護老人ホーム （カ）幼保連携型認定こども園 

２号区域：・工業地域のうち１号区域以外の区域 

（昭和61年３月25日横浜市告示第62号） 

※：作業地点が連続的に移動する作業にあっては、１日における当該作業に係る２地点間の最大距離が50mを超

えない作業に限ります。 
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  ② 評価結果 

   ア．環境影響の回避、低減に係る評価 

「(2)環境保全措置の検討」で示した環境保全措置を講じることから、事業者の実行可能

な範囲内でできる限り、環境影響の低減が図られると評価します。 

 

   イ．国又は地方公共団体による基準又は目標との整合に係る評価 

建設機械の稼働に伴う振動の予測結果と基準との比較は、表 9.3-16 に示すとおりです。 

建設機械の稼働に伴う振動については、最大値出現地点における振動レベルは 61dB であ

り、「振動規制法」に基づく特定建設作業に係る振動の基準を下回ります。 

したがって、建設機械の稼働に伴う振動は、基準又は目標との整合が図られると評価しま

す。 

 

表 9.3-16 建設機械の稼働に伴う振動の予測結果と基準との比較（建設機械） 

単位：dB 

予測地点 

予測結果 基準 

建設機械からの振動レベル
（L10） 

特定建設作業（L10） 

最大値出現地点 61 75 

 

 

（4）事後調査 

本予測項目で採用した予測手法は、予測精度に係る知見が蓄積されており、予測の不確実性

は小さいものと考えます。また、本予測項目で採用した環境保全措置についても、効果に係る

知見が蓄積されているものと考えます。 

したがって、本予測項目について、環境影響評価法に基づく事後調査は実施しません。 
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9.3.2-2 工事用車両の運行 

（1）予測 

  ① 予測項目 

工事用車両の運行に伴う振動としました。 

 

  ② 予測地域・予測地点 

   ア．予測地域 

予測地域は、工事用車両の運行に伴い、振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認め

られる地域としました。 

 

   イ．予測地点 

予測地点は、振動に係る環境影響を的確に把握できる地点とし、表 9.3-17 及び図 9.3-5

に示す工事用車両の主な運行ルートの沿道の４地点としました。 

予測高さは、地上としました。 

 

表 9.3-17 工事用車両の運行に伴う振動の予測地点 

予測地点 道路名 

No.１ 環状４号線 

No.２ 八王子街道 

No.３ 八王子街道 

No.４ 環状４号線 

 

  ③ 予測対象時期 

予測対象時期は、工事用車両の運行による影響が最大となる時期とし、工事用車両台数（大

型車）が最大となる月（工事着工後 12ヶ月目）としました（P.資料 振動-28、31）。 

 

  



 

9.3（振動）-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.3-5 工事用車両の運行に伴う振動の予測地点 
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  ④ 予測手法 

   ア．予測手順 

工事用車両の運行に伴う振動の予測手順は、図 9.3-6 に示すとおりとしました。なお、

No.４の予測においては、車線構造が現況と工事中で変わることから、将来一般交通量、工

事中交通量による振動レベルの計算値を表記することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.3-6 工事用車両の運行に伴う振動の予測手順 

 

  

現況の 
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（現地調査結果） 

【現 況】 【工事中】 

工事用車両台数 

工事中交通量 

現況再現による 

補正値の算出 

・道路条件 

・地盤条件 

工事中交通量による 

振動レベル 

（計算値） 

工事用車両による 

振動レベルの増加分 

工事中交通量による 

振動レベル 

（予測値） 

現況交通量 

将来一般交通量 

による 

振動レベル 

（計算値） 

将来一般交通量 

現況交通量による 

振動レベル 

（計算値） 

将来一般交通量 

による 

振動レベル 

（予測値） 
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   イ．予測式 

予測式は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24年度版）」（国土交通省国土技術政策総

合研究所、独立行政法人土木研究所 平成 25年３月）に準拠しました（P.資料 振動-33）。 

 

  ⑤ 予測条件 

   ア．工事中交通量 

工事用車両台数は、工事用車両台数が最大となる月（工事着工後 12 ヶ月目）の台数を用

いました。予測対象時期における工事中交通量は、前掲表 9.1-37（P.9.1-40）に示すとお

りです。また、工事用車両台数の設定の考え方、地点別、時間別の工事用車両の台数は、資

料編に記載しました（P.資料 大気-48～56）。 

 

   イ．道路条件及び基準点※の位置 

道路条件は、「9.2 騒音 9.2.2 予測及び評価の結果」（P.9.2-23）と同様としました。 

予測の基準点※の位置は、最も外側の車線の中心から５m の位置に設定しました（P.資料 

振動-34、35）。 

 

※：基準点とは、道路交通振動の距離減衰を算出する際に基準となる地点を示します。 

 

   ウ．走行速度 

予測地点における走行速度は、「9.2 騒音 9.2.2 予測及び評価の結果」（P.9.2-23）と同

様に、規制速度を参考に設定しました。 
 

 

  



 

9.3（振動）-22 

  ⑥ 予測結果 

工事用車両の運行に伴う振動の各予測断面道路端における予測結果は、表 9.3-18 に示すと

おりです。 

工事中交通量による道路交通振動レベル（L10）の最大値は、昼間 47.6～58.9dB、夜間 46.2～

56.4dB であり、工事用車両による増加レベルは、昼間 0.1未満～2.3dB、夜間 0.6～3.2dB です。 

 

表 9.3-18 工事用車両の運行に伴う振動の予測結果 

単位：dB 

予測 

時間帯 

予測 

地点 
道路名 方向 

道路交通振動レベル（予測値） 

（L10） 

（予測時間帯の最大値） 

工事用車両

による 

増加分 

B-A 
将来一般交通量 

A 

工事中交通量 

B 

昼間 

No.１ 環状４号線 
東側 47.6 47.6 0.1未満 

西側 47.7 47.7 0.1未満 

No.２ 八王子街道 
北側 48.1 48.1 0.1未満 

南側 48.1 48.1 0.1未満 

No.３ 八王子街道 
南側 57.9 58.9 1.0 

北側 57.9 58.9 1.0 

No.４ 環状４号線 
西側 49.1 51.4 2.3 

東側 49.1 51.4 2.3 

夜間 

No.１ 環状４号線 
東側 45.1 46.2 1.1 

西側 45.2 46.3 1.1 

No.２ 八王子街道 
北側 46.6 47.2 0.6 

南側 46.6 47.2 0.6 

No.３ 八王子街道 
南側 55.8 56.4 0.6 

北側 55.8 56.4 0.6 

No.４ 環状４号線 
西側 48.3 51.5 3.2 

東側 48.3 51.5 3.2 

注：１. 予測時間帯は、昼間８～19時、夜間19～８時としました。 

注：２. 道路交通振動レベルの値は、予測時間帯における最大値を示します。 
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（2）環境保全措置の検討 

  ① 環境保全措置の検討の状況 

事業者の実行可能な範囲内で、できる限り環境影響を回避又は低減することを目的として行

った環境保全措置の検討の状況を、表 9.3-19 に示します。 

 

表 9.3-19 環境保全措置の検討の状況 

環境保全措置 実施の適否 適否の理由 

工事工程の平準化 適 

工事工程の平準化を図り、工事用車両の走行時間帯
の集中を回避し、振動の発生を抑制することにより、
振動への影響が低減されることから、適正な環境保
全措置であると考えて採用します。 

アイドリングストップや過
負荷運転の防止を徹底 

適 

工事用車両のアイドリングストップや過負荷運転の
防止を徹底し、振動を抑制することにより、振動への
影響が低減されることから、適正な環境保全措置で
あると考えて採用します。 

 

  ② 環境保全措置の実施主体、内容、効果の不確実性、他への影響 

工事用車両の運行に伴う振動への影響を低減させるため、表 9.3-20 に示すとおり、環境保

全措置を実施します。 

 

表 9.3-20 環境保全措置の実施の内容 

影響要因 影響 
検討の
視点 

環境保全措置 実施 
主体 

効果の 
不確実性 

他の環境
への影響 内容 効果 区分 

工
事
の
実
施 

工
事
用
車
両
の
運
行 

振
動
の
発
生
へ
の
影
響 

道
路
振
動
の
低
減 

工事工程の平
準化 

工事工程の平準化を図
り、工事用車両の走行
時間帯の集中を回避
し、振動の発生を抑制
することにより、振動
が低減されます。 

低減 事業者 なし なし 

アイドリング
ストップや過
負荷運転の防
止を徹底 

工事用車両のアイドリ
ングストップや過負荷
運転の防止を徹底する
ことにより、振動が低
減されます。 

低減 事業者 なし なし 

 

  ③ 環境保全措置の効果、及び当該環境保全措置を講じた後の環境変化 

表 9.3-20 に示したとおり、環境保全措置を実施することで、振動に係る環境影響は低減さ

れます。 
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（3）評価 

  ① 評価手法 

   ア．環境影響の回避、低減に係る評価 

振動に係る環境影響が、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減され

ており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているか

どうかについて、見解を明らかにすることにより、評価を行いました。 

 

   イ．国又は地方公共団体による基準又は目標との整合に係る評価 

振動の予測結果について、表 9.3-21 に示す道路交通振動に係る要請限度との整合が図ら

れるかどうかを明らかにすることにより、評価を行いました。なお、要請限度は予測地点の

区域の区分によって設定しました。 

 

表 9.3-21 道路交通振動に係る要請限度 

単位：dB 

区域の区分 

時間の区分 

昼間 

８時～19時 

夜間 

19時～８時 

第１種区域 

第一種低層住居専用地域 
第二種低層住居専用地域 
第一種中高層住居専用地域 
第二種中高層住居専用地域 
第一種住居地域 
第二種住居地域 
準住居地域 
用途地域として定められた区域以
外の区域 

65 60 

第２種区域 

近隣商業地域 
商業地域 
準工業地域 
工業地域 

70 65 
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  ② 評価結果 

   ア．環境影響の回避、低減に係る評価 

「(2)環境保全措置の検討」で示した環境保全措置を講じることから、事業者の実行可能

な範囲内でできる限り、環境影響の低減が図られると評価します。 

 

   イ．国又は地方公共団体による基準又は目標との整合に係る評価 

工事用車両の運行に伴う振動の予測結果と「振動規制法」に基づく道路交通振動の要請限

度との比較は、表 9.3-22 に示すとおりです。 

道路端における振動レベル（L10）の予測結果（最大値）は、昼間 47.6～58.9dB、夜間 46.2

～56.4dB であり、いずれも要請限度を下回ります。 

したがって、工事用車両の運行に伴う振動は、目標との整合が図られると評価します。 

 

表 9.3-22 工事用車両の運行に伴う振動の予測結果と要請限度との比較 

単位：dB 

予測 

時間帯 

予測 

地点 
道路名 方向 

予測結果 要請限度 

将来一般 

交通量 

 

A 

工事中 

交通量 

 

B 

工事用車両

による 

増加分 

B-A 

要請 

限度 

区域 

区分 

昼間 

No.１ 環状４号線 
東側 47.6（○） 47.6（○） 0.1未満 

70 第２種 
西側 47.7（○） 47.7（○） 0.1未満 

No.２ 八王子街道 
北側 48.1（○） 48.1（○） 0.1未満 

70 第２種 
南側 48.1（○） 48.1（○） 0.1未満 

No.３ 八王子街道 
南側 57.9（○） 58.9（○） 1.0 

70 第２種 
北側 57.9（○） 58.9（○） 1.0 

No.４ 環状４号線 
西側 49.1（○） 51.4（○） 2.3 

65 第１種 
東側 49.1（○） 51.4（○） 2.3 

夜間 

No.１ 環状４号線 
東側 45.1（○） 46.2（○） 1.1 

65 第２種 
西側 45.2（○） 46.3（○） 1.1 

No.２ 八王子街道 
北側 46.6（○） 47.2（○） 0.6 

65 第２種 
南側 46.6（○） 47.2（○） 0.6 

No.３ 八王子街道 
南側 55.8（○） 56.4（○） 0.6 

65 第２種 
北側 55.8（○） 56.4（○） 0.6 

No.４ 環状４号線 
西側 48.3（○） 51.5（○） 3.2 

60 第１種 
東側 48.3（○） 51.5（○） 3.2 

注：１．予測時間帯は、昼間８～19時、夜間19～８時としました。 

注：２．道路交通振動レベルの値は、予測時間帯における最大値を示します。 

注：３．（）内の印は要請限度との比較した結果を示しています。 

○：要請限度を下回る、×：要請限度を上回る 

 

 

 



 

9.3（振動）-26 

（4）事後調査 

本予測項目で採用した予測手法は、予測精度に係る知見が蓄積されており、予測の不確実性

は小さいものと考えます。また、本予測項目で採用した環境保全措置についても、効果に係る

知見が蓄積されているものと考えます。 

したがって、本予測項目について、環境影響評価法に基づく事後調査は実施しません。 
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9.3.2-3 関係車両の走行 

（1）予測 

  ① 予測項目 

交通の集中に伴う振動としました。 

 

  ② 予測地域・予測地点 

   ア．予測地域 

予測地域は、交通の集中に伴い、振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる

地域としました。 

 

   イ．予測地点 

予測地点は、振動に係る環境影響を的確に把握できる地点とし、表 9.3-23 及び図 9.3-7

に示す供用時の関係車両の主な走行ルートの沿道７地点としました。 

予測高さは、地上としました。 

 

表 9.3-23 交通の集中に伴う振動の予測地点 

予測地点 道路名 

No.１ 環状４号線 

No.２ 八王子街道 

No.３ 八王子街道 

No.４ 環状４号線 

No.５ 深見第228号線 

No.６ 環状４号線 

No.７ 上瀬谷第172号線 

 

  ③ 予測対象時期 

予測対象時期は、関係車両の走行が定常となる時期（2046 年）としました。 
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図 9.3-7 交通の集中に伴う振動の予測地点 
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  ④ 予測手法 

   ア．予測手順 

交通の集中に伴う振動の予測手順は、図 9.3-8 に示すとおりとしました。なお、No.２、

No.３、No.４及び No.５の予測においては現況と供用後で道路構造が変わることから現地調

査結果を用いた補正は行わず、将来交通量による振動レベルの計算値を表記することとしま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.3-8 交通の集中に伴う振動の予測手順 

 

   イ．予測式 

予測式は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24年度版）」（国土交通省国土技術政策総

合研究所、独立行政法人土木研究所 平成 25年３月）に準拠しました（P.資料 振動-36）。 

  

現況の 

振動レベル 

（現地調査結果） 

【現 況】 【供用後】 

関係車両台数 

将来交通量 

現況再現による 

補正値の算出 

・道路条件 

・地盤条件 

将来交通量による 

振動レベル 

（計算値） 

将来交通量による 

振動レベル 

（予測値） 

現況交通量 将来一般交通量 

現況交通量による 

振動レベル 

（計算値） 
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  ⑤ 予測条件 

   ア．将来交通量 

予測対象時期における将来交通量は、「9.1大気質 9.1.2-5 関係車両の走行（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質）」（P.9.1-60）と同様としました。 

 

   イ．道路条件及び基準点※の位置 

道路条件は、「9.2 騒音 9.2.2-3 関係車両の走行」（P.9.2-32）と同様としました。 

予測の基準点※の位置は、最も外側の車線の中心から５m の位置に設定しました（P.資料 

振動-36～38）。 

 

※：基準点とは、道路交通振動の距離減衰を算出する際に基準となる地点を示します。 

 

   ウ．走行速度 

予測地点における走行速度は、「9.2 騒音 9.2.2-3 関係車両の走行」（P.9.2-32）と同様

に、規制速度等を参考に設定しました。 
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  ⑥ 予測結果 

交通の集中に伴う振動の各予測断面道路端における予測結果は、表 9.3-24 に示すとおりで

す。 

将来交通量よる道路交通振動レベル（L10）の最大値は、昼間 46.0～53.3dB、夜間 44.8～52.7dB

です。 

 

表 9.3-24 交通の集中に伴う振動の予測結果 

単位：dB 

予測 

時間帯 

予測 

地点 
道路名 方向 

道路交通振動レベル（L10） 

（予測時間帯の最大値） 

将来交通量 

昼間 

No.１ 環状４号線 
東側 50.1 

西側 50.2 

No.２ 八王子街道 
北側 51.2 

南側 51.2 

No.３ 八王子街道 
南側 52.3 

北側 53.3 

No.４ 環状４号線 
西側 49.1 

東側 50.1 

No.５ 
深見 
第228号線 

南側 47.9 

北側 47.9 

No.６ 環状４号線 
西側 49.9 

東側 49.0 

No.７ 
上瀬谷 
第172号線 

西側 46.1 

東側 46.0 

夜間 

No.１ 環状４号線 
東側 52.3 

西側 52.4 

No.２ 八王子街道 
北側 51.2 

南側 51.2 

No.３ 八王子街道 
南側 51.7 

北側 52.7 

No.４ 環状４号線 
西側 49.0 

東側 49.9 

No.５ 
深見 
第228号線 

南側 44.8 

北側 44.8 

No.６ 環状４号線 
西側 48.0 

東側 47.2 

No.７ 
上瀬谷 
第172号線 

西側 46.8 

東側 46.7 

注：１．予測時間帯は、昼間８～19時、夜間19～８時としました。 

注：２．道路交通振動レベルの値は、予測時間帯における最大値を示します。 
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（2）環境保全措置の検討 

  ① 環境保全措置の検討の状況 

事業者の実行可能な範囲内で、できる限り環境影響を回避又は低減することを目的として行

った環境保全措置の検討の状況を、表 9.3-25 に示します。 

 

表 9.3-25 環境保全措置の検討の状況 

環境保全措置 実施の適否 適否の理由 

公共交通機関の利用促進 適 

将来の土地利用者に、来場の際、公共交通機関の利用
を促進する活動を促すことにより、関係車両の台数
が減少し、振動の発生が低減されることから、適正な
環境保全措置であると考えて採用します。 

車両の効率的な利用促進 適 

将来の土地利用者に、車での来場の際の相乗りや、物
流など関係車両の効率的な運行管理等による車両の
効率的な利用を促進する活動を促すことにより、走
行台数の削減や、走行時間帯の集中抑制を図ること
ができ、振動の発生が低減できることから、適正な環
境保全措置であると考えて採用します。 

 

 

  ② 環境保全措置の実施主体、内容、効果の不確実性、他への影響 

関係車両の走行に伴う振動への影響を低減させるため、表 9.3-26 に示すとおり、環境保全

措置を実施します。 

 

表 9.3-26 環境保全措置の実施の内容 

影響要因 影響 
検討の
視点 

環境保全措置 実施 
主体 

効果の 
不確実性 

他の環境
への影響 内容 効果 区分 

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
及
び
供
用 

関
係
車
両
の
走
行 

振
動
の
発
生
へ
の
影
響 

道
路
振
動
の
低
減 

公共交通機関
の利用促進 

自動車集中交通量を減
らすことにより、振動
が低減されます。 

低減 事業者 なし なし 

車両の効率的
な利用促進 

自動車集中交通量を減
らすこと、走行時間帯
の集中回避により、振
動が低減されます。 

低減 事業者 なし なし 

 

 

  ③ 環境保全措置の効果、及び当該環境保全措置を講じた後の環境変化 

表 9.3-26 に示したとおり、環境保全措置を実施することで、振動に係る環境影響は低減さ

れます。 
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（3）評価 

  ① 評価手法 

   ア．環境影響の回避、低減に係る評価 

振動に係る環境影響が、事業者の実行可能な範囲内で、できる限り回避され、又は低減さ

れており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされている

かどうかについて、見解を明らかにすることにより、評価を行いました。 

 

   イ．国又は地方公共団体による基準又は目標との整合に係る評価 

振動の予測結果について、表 9.3-27 に示す「振動規制法」に基づく要請限度との整合が

図られるかどうかを明らかにすることにより、評価を行いました。なお、要請限度は予測地

点の区域の区分によって設定しました。 

 

表 9.3-27 「振動規制法」に基づく道路交通振動の要請限度 

単位：dB 

区域の区分 

時間の区分 

昼間 

８時～19時 

夜間 

19時～８時 

第１種 
区域 

第一種低層住居専用地域 
第二種低層住居専用地域 
第一種中高層住居専用地域 
第二種中高層住居専用地域 
第一種住居地域 
第二種住居地域 
準住居地域 
用途市域として定められた区域以外
の区域 

65 60 

第２種 
区域 

近隣商業地域 
商業地域 
準工業地域 
工業地域 

70 65 
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  ② 評価結果 

   ア．環境影響の回避、低減に係る評価 

「(2)環境保全措置の検討」で示した環境保全措置を講じることから、事業者の実行可能

な範囲内でできる限り、環境影響の低減が図られると評価します。 

 

   イ．国又は地方公共団体による基準又は目標との整合に係る評価 

交通の集中に伴う振動の予測結果と「振動規制法」に基づく道路交通振動の要請限度との

比較は、表 9.3-28 に示すとおりです。 

道路端における振動レベル（L10）の予測結果（最大値）は、昼間 46.0～53.3dB、夜間 44.8

～52.7dB であり、いずれも要請限度を超過しません。 

以上より、交通の集中に伴う振動は、基準又は目標との整合が図られると評価します。 

現況と比較すると、振動レベルが高くなる地点がありますが、走行時間帯の集中回避や公

共交通機関の利用を促すことで、振動の発生を抑制することにより、振動への影響が低減さ

れます。 
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表 9.3-28 現地調査結果と交通の集中に伴う振動の予測結果及び要請限度との比較 

単位：dB 

予測 

時間帯 

予測 

地点 
道路名 方向 

現地調査結果 予測結果 要請限度 

平日 休日 将来交通量 
要請 

限度 

区域 

区分 

昼間 

No.１ 環状４号線 
東側 48（○） 39（○） 50.1（○） 

70 第２種 
西側 － － 50.2（○） 

No.２ 八王子街道 
北側 － － 51.2（○） 

70 第２種 
南側 48（○） 40（○） 51.2（○） 

No.３ 八王子街道 
南側 － － 52.3（○） 

70 第２種 
北側 58（○） 49（○） 53.3（○） 

No.４ 環状４号線 
西側 45（○） 39（○） 49.1（○） 

65 第１種 
東側 － － 50.1（○） 

No.５ 
深見 
第228号線 

南側 53（○） 51（○） 47.9（○） 
65 第１種 

北側 － － 47.9（○） 

No.６ 環状４号線 
西側 50（○） 43（○） 49.9（○） 

65 第１種 
東側 － － 49.0（○） 

No.７ 
上瀬谷 
第172号線 

西側 － － 46.1（○） 
65 第１種 

東側 37（○） 36（○） 46.0（○） 

夜間 

No.１ 環状４号線 
東側 45（○） 39（○） 52.3（○） 

65 第２種 
西側 － － 52.4（○） 

No.２ 八王子街道 
北側 － － 51.2（○） 

65 第２種 
南側 49（○） 42（○） 51.2（○） 

No.３ 八王子街道 
南側 － － 51.7（○） 

65 第２種 
北側 59（○） 52（○） 52.7（○） 

No.４ 環状４号線 
西側 44（○） 38（○） 49.0（○） 

60 第１種 
東側 － － 49.9（○） 

No.５ 
深見 
第228号線 

南側 53（○） 59（○） 44.8（○） 
60 第１種 

北側 － － 44.8（○） 

No.６ 環状４号線 
西側 48（○） 43（○） 48.0（○） 

60 第１種 
東側 － － 47.2（○） 

No.７ 
上瀬谷 
第172号線 

西側 37（○） 32（○） 46.8（○） 
60 第１種 

東側 － － 46.7（○） 

注：１．予測時間帯は、昼間８～19時、夜間19～８時としました。 

注：２．道路交通振動レベルの値は、予測時間帯における最大値を示します。 

注：３．（）内の印は要請限度との比較した結果を示しています。 

○：要請限度を下回る、×：要請限度を上回る 

注：４．現地調査結果の“－”は、振動測定用の測定機を置いていないので調査結果がないことを示します。 
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（4）事後調査 

本予測項目で採用した予測手法は、予測精度に係る知見が蓄積されており、予測の不確実性

は小さいものと考えます。また、本予測項目で採用した環境保全措置についても、効果に係る

知見が蓄積されているものと考えます。 

したがって、本予測項目について、環境影響評価法に基づく事後調査は実施しません。 

 

 

 

 

 


